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津市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行取扱規則をここに公布する。 

平成２３年９月１２日 

                  津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第４０号 

津市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行取扱規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法

律第８７号。以下「法」という。）、長期優良住宅の普及の促進に関する法

律施行令（平成２１年政令第２４号）及び長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律施行規則（平成２１年国土交通省令第３号。以下「省令」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（性能評価機関の技術的審査） 

第２条 法第５条第１項から第３項までの規定による認定の申請又は法第８条

第１項若しくは法第９条第１項の規定による変更の認定の申請をしようとす

る者は、あらかじめ住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律

第８１号。以下「品確法」という。）第５条第１項の規定する登録住宅性能

評価機関（第４条第１号において「登録住宅性能評価機関」という。）によ

り、申請に係る長期優良住宅建築等計画（法第５条第１項に規定する長期優

良住宅建築等計画をいう。以下同じ。）が法第６条第１項第１号、第２号、

第４号及び第５号に掲げる基準に適合しているかどうかの技術的審査を受け

ることができる。 

（居住環境の維持及び向上への配慮に関する認定基準） 

第３条 法第６条第１項第３号に規定する居住環境の維持及び向上に配慮され

たものであることの基準は、次に掲げるものとする。 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１２条の４第１項第１号に

規定する地区計画の区域にあっては、申請に係る建築物が当該地区計画に

適合すること。 

 景観法（平成１６年法律第１１０号）第８条第２項第１号に規定する景

観計画区域にあっては、申請に係る建築物が当該景観計画に適合すること。 

 申請に係る建築物が、都市計画法第４条第６項に規定する都市計画施設

の区域外にあること。 



 申請に係る建築物（除却が不要な住宅等で長期に渡って存続が想定され

ることが許可等により判明しているものを除く。）が、都市計画法第４条

第７項に規定する市街地開発事業の区域外にあること。 

（市長が必要と認める図書） 

第４条 省令第２条第１項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げる

ものとする。 

 第２条に規定する技術的審査を受けた場合にあっては、登録住宅性能評

価機関が交付する適合証 

 建築をしようとする住宅が、登録住宅型式性能認定等機関（品確法第４

４条第３項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。以下同じ。）

が行う住宅型式性能認定（品確法第３１条第１項に規定する住宅型式性能

認定をいい、登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。

）を受けた型式に適合するものである場合にあっては、当該登録住宅型式

性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書（住宅の品質確保の促進等

に関する法律施行規則（平成１２年建設省令第２０号）第４１条第１項に

規定する住宅型式性能認定書をいい、登録住宅型式性能認定等機関が交付

するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。）の写し 

 建築をしようとする住宅が、品確法第４０条第１項に規定する認証型式

住宅部分等である場合にあっては、当該認証型式住宅部分等に係る型式住

宅部分等製造者認証書（住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第

４５条第１項に規定する型式住宅部分等製造者認証書をいう。）の写し 

 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準（平成２１

年国土交通省告示第２０９号。次条において「告示」という。）第３に定

める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている

ことの審査を要する場合にあっては、当該措置が講じられている旨を説明

した図書（登録試験機関（品確法第５９条第１項に規定する登録試験機関

をいう。以下同じ。）が行う品確法第５８条第１項に規定する特別評価方

法認定のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試

験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定（登録試験機関が行

うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。）を受けたときは、

当該特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方

法に関する試験等の結果の証明書） 

 建築しようとする住宅が、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第



６条第１項の規定による確認を受けたものにあっては、その旨を証する書

面の写し 

 法第５条第１項若しくは第２項に規定する認定又は法第８条第１項若し

くは第９条第１項に規定する変更の認定の申請にあっては、維持保全計画

書（第１号様式。当該様式に定めるすべての内容の記載が別にある場合に

あっては、これを添えることを要しない。） 

（市長が不要と認める図書） 

第５条 省令第２条第３項の規定により市長が不要と認める図書は、次に掲げ

るものとする。 

 前条第１号に規定する適合証を添えた場合にあっては、各種計算書のう

ち耐震等級の算出に必要な構造計算書及び省エネルギー対策等級の算出に

必要な計算書 

 前条第２号に規定する住宅型式性能認定書の写しを添えた場合にあって

は、当該住宅型式性能認定書（告示に定める基準以上の性能を有する旨の

認定又は確認を受けた型式に係るものに限る。）において住宅性能評価（

品確法第５条第１項に規定する住宅性能評価をいう。以下この条において

同じ。）の申請において明示することを要しない事項（登録住宅型式性能

認定等機関が交付する住宅型式性能認定書と同等の確認書においては、長

期優良住宅建築等計画の認定の申請において明示することを要しない事項

）として指定された事項が、省令第２条第１項の表の各項に掲げる図書に

明示すべき事項のすべてを満たすこととなるときは、当該図書 

 前条第３号に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた場合

にあっては、当該型式住宅部分等製造者認証書（告示に定める基準以上の

性能を有する旨の認証を受けた型式住宅部分等に係るものに限る。）にお

いて住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定

された事項が、省令第２条第１項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事

項のすべてを満たすこととなるときは、当該図書 

（構造計算適合性判定の実施） 

第６条 市長は、法第６条第２項（法第８条第２項において準用する場合を含

む。）の規定による申出を受けた場合において、建築基準法第６条第５項に

規定する構造計算適合性判定（以下「構造計算適合性判定」という。）を要

する住宅に係る長期優良住宅建築等計画について法第６条第１項（法第８条

第２項において準用する場合を含む。）に規定する認定をするときは、建築



基準法第１８条の２第１項の規定による指定を受けた者に対し、構造計算適

合性判定を求めるものとする。 

２ 前項の場合にあっては、省令第２条第１項又は省令第８条の申請書の提出

部数は、正本１通及び副本２通とする。 

（建築工事の完了報告） 

第７条 法第１０条に規定する認定計画実施者（以下「認定計画実施者」とい

う。）は、同条第１項第２号に規定する認定長期優良住宅の建築工事（以下

「認定長期優良住宅の建築工事」という。）が完了したときは、速やかに、

認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅工事完了報告書（第２号様式。以

下「完了報告書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 認定計画実施者は、あらかじめ、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住

宅工事完了確認書（第３号様式）により建築士等による法第９条第１項に規

定する認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認を

受け、当該確認書の写しを完了報告書に添えなければならない。 

（建築等の取りやめ） 

第８条 認定計画実施者は、法第１４条第１項第２号に規定する住宅の建築又

は維持保全を取りやめる旨の申出をする場合にあっては、認定長期優良住宅

建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全取りやめ申出書（第４号様式）

に省令第６条又は省令第９条に規定する通知書を添えて市長に提出するもの

とする。 

（認定の取消し） 

第９条 市長は、法第１４条第２項の規定により計画の認定を取り消したとき

は、同条第１項第１号に該当する場合にあっては認定長期優良住宅建築等計

画の認定取消通知書（第５号様式）により、同項第２号に該当する場合に

あっては認定長期優良住宅建築等計画の認定取消通知書（第６号様式）によ

り通知するものとする。 

（軽微な変更） 

第１０条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築工事が完了するまでに、

省令第７条の規定による軽微な変更をしようとする場合にあっては、軽微な

変更届出書（第７号様式）を市長に提出するものとする。 

（申請の取下げ） 

第１１条 法第５条第１項から第３項までの規定による認定の申請、法第８条

第１項若しくは法第９条第１項の規定による変更の認定の申請又は法第１０



条の規定による地位の承継の承認の申請を行ったものが、その処分があるま

でに当該申請を取り下げようとする場合にあっては、取下げ届（第８号様式

）を市長に提出するものとする。 

（委任） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この規則は、平成２３年９月２１日から施行する。  



第１号様式（第４条関係）

点検部位 主な点検項目 点検の時期 定期的な 更新・取替の
（竣工より） 手入れ等 時期、内容

留意事項等

維持保全計画書（　　　年間）



第２号様式（第 7条関係）

       認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅工事完了報告書

                                 年  月  日

（あて先）津市長

                申請者の住所又は

                主たる事務所の所在地

                申請者の氏名又は名称             ○印

                申請者の電話連絡先        （   ）

 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の工事が完了したので報告します。

１．長期優良住宅建築等計画の認定番号

   第                号

２．長期優良住宅建築等計画の認定年月日

          年    月    日

３．認定にかかる住宅の位置

   津市

４．認定長期優良住宅建築等計画に基づき住宅の建築工事が完了したことを確認した建築士

  【イ．資 格】 （   ）

  【ロ．氏 名】

  【ハ．建築士事務所名】

【ニ．所在地】

５．工事完了日

          年    月    日

６．定期点検等実施者

  【イ．住  所】

【ロ．氏  名】

  【ハ．電話番号】

受付欄（※） 台帳記載（※）

（備考）  申請者が法人である場合には、代表者の氏名をあわせて記載してください。

 「（※）」欄は、記入しないでください。



第３号様式（第 7条関係）

       認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅工事完了確認書

                                   年  月  日

（認定計画実施者） 様

      確認者の資 格 （   ）建築士（    ）登録第            号

          氏 名                            ○印

      事務所の名 称

          登 録 （   ）級建築士事務所 （   ）知事登録第      号

          所在地

 次のとおり、認定長期優良住宅建築等計画のとおり住宅の工事が行われたことを確認しました。

確認を行った部

位、材料の種類等
照合内容

照合を行った設

計図書
照合結果

構造躯体等の劣

化対策

耐震性

可変性

維持管理・更新の

容易性

高齢者等対策

省エネルギー対

策



第４号様式（第８条関係）

認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全取りやめ申出書

                                  年  月  日

（あて先）津市長

                申請者の住所又は

                主たる事務所の所在地

                申請者の氏名又は名称              ○印

                申請者の電話連絡先        （   ）

 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめますので、長期優

良住宅の普及の促進に関する法律第１４条第１項第２号の規定に基づき、申し出ます。

１．長期優良住宅建築等計画の認定番号

   第                号

２．長期優良住宅建築等計画の認定年月日

          年    月    日

３．認定にかかる住宅の位置

   津市

受付欄（※） 台帳記載（※）

（備考）  申請者が法人である場合には、代表者の氏名をあわせて記載してください。

 「（※）」欄は、記入しないでください。



第５号様式（第９条関係）

認定長期優良住宅建築等計画の認定取消通知書

                                  年  月  日

         様

                           津市長 （氏   名） 印    

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１４条第１項の規定に基づき、下記の認定長期優

良住宅建築等計画について、その認定を取り消しましたので、同条第２項の規定に基づき通知

します。これにより、認定通知書は、その効力を失います。

                     記

１．長期優良住宅建築等計画の認定番号

   第                号

２．長期優良住宅建築等計画の認定年月日

          年    月    日

３．認定計画実施者の氏名

４．認定にかかる住宅の位置

   津市

５．取消理由

教示 この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して 60日以内
  に、津市長に対して異議申立てをすることができます。

   また、この通知書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、津市を被告として処

分の取消しの訴えを提起することができます。



第６号様式（第９条関係）

認定長期優良住宅建築等計画の認定取消通知書

                                  年  月  日

         様

                           津市長 （氏   名） 印

 津市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行取扱規則第 9 条の規定に基づき、認定長期優
良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書の提出のあった認定

長期優良住宅建築等計画について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１４条第１項の規

定に基づき、その認定を取り消しましたので、同条第２項の規定に基づき通知します。これによ

り、認定通知書は、その効力を失います。

                     記

１．長期優良住宅建築等計画の認定番号

   第                号

２．長期優良住宅建築等計画の認定年月日

          年    月    日

３．認定計画実施者の氏名

４．認定にかかる住宅の位置

   津市



第７号様式（第１０条関係）

                軽微な変更届出書

                                  年  月  日

（あて先）津市長

                申請者の住所又は

                主たる事務所の所在地

                申請者の氏名又は名称              ○印

                申請者の電話連絡先        （   ）

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第７条に規定する軽微な変更をしましたの

で届け出ます。

認定番号及び年月日 第           号         年  月  日

認定住宅の位置 津市

工事の着手予定時期

又は完了予定時期の

変更（６月以内）

旧

新

譲受人の決定の予定

時期の変更

（６月以内）

旧

新

その他の変更

旧

新

変更の理由

受付欄（※） 台帳記載（※）

（備考）  申請者が法人である場合には、代表者の氏名をあわせて記載してください。

 「（※）」欄は、記入しないでください。



第８号様式（第１１条関係）

取下げ届

                                  年  月  日

（あて先）津市長

                申請者の住所又は

                主たる事務所の所在地

                申請者の氏名又は名称              ○印

                申請者の電話連絡先        （   ）

 次の申請を取り下げたいので、届け出ます。

１．長期優良住宅建築等計画の申請年月日

          年    月    日

２．認定にかかる住宅の位置

   津市

受付欄（※） 台帳記載（※）

（備考）  申請者が法人である場合には、代表者の氏名をあわせて記載してください。

「（※）」欄は、記入しないでください。



津市告示第２０４号 

津市災害時要援護者登録制度実施要綱の一部を改正する告示を次のように定

める。 

  平成２３年９月１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市災害時要援護者登録制度実施要綱の一部を改正する告示 

津市災害時要援護者登録制度実施要綱（平成２２年津市告示第２２０号）の 

一部を次のように改正する。 

 第３号様式中「こと、」を「こと並びに」に改め、「並びに第三者等から異

議の申出があった場合は、当団体（組織）において解決すること」を削る。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 



津市告示第２０５号

 津市白山生活排水処理施設の使用料金徴収事務の一部を次の者に委託したの

で地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定によ

り告示する。

  平成２３年９月１日

                   津市長 前 葉 泰 幸

受託者

   津市白山町川口北区長    渡邉 壽美男

   津市白山町川口中区長   村上 香

   津市白山町川口南区長  岩田 邦昭

   津市白山町大角区長  中谷 初男

   津市白山町双川区長  藤井 民夫



津市告示第２０６号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、津市長に対して異議申立てをすることができる。 

また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して３

０日以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができる。 

なお、次のいずれかに該当するときは、当該異議申立てについての決定を経

ないで、審査請求をすることができる。 

(1) 異議申立てをした日の翌日から起算して３箇月を経過しても決定がない

とき。 

(2) その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由がある

とき。 

平成２３年９月１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２３年９月１日 



津市告示第２０７号 

 下記に係る自動車臨時運行許可証及び自動車臨時運行許可番号標は無効であ

ることを告示する。 

  平成２３年９月２日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

記 

自動車臨時運行許可証及び自動車臨時運行許可証 

許可証及び番号標 許 可 年 月 日 無効となった日 

三重１２－６９津 平成２１年２月１９日 平成２３年９月１日 

三重１２－９７津 平成２１年２月２６日 平成２３年９月１日 

三重１３－１３津 平成２１年３月１９日 平成２３年９月１日 

三重１３－３３津 平成２２年４月５日 平成２３年９月１日 

三重１４－０２津 平成２２年５月６日 平成２３年９月１日 

三重１４－１２津 平成２２年５月６日 平成２３年９月１日 

三重１３－１９津 平成２２年５月６日 平成２３年９月１日 

三重１４－０９津 平成２２年５月６日 平成２３年９月１日 

三重１４－０７津 平成２２年５月２１日 平成２３年９月１日 

三重１４－２９津 平成２２年６月４日 平成２３年９月１日 

三重１４－３１津 平成２２年７月２１日 平成２３年９月１日 

三重１４－３８津 平成２２年８月１８日 平成２３年９月１日 

三重１３－２６津 平成２２年１２月９日 平成２３年９月１日 

三重１４－３０津 平成２２年１２月１５日 平成２３年９月１日 

三重１３－３６津 平成２３年１月１４日 平成２３年９月１日 

三重１４－２７津 平成２３年１月２６日 平成２３年９月１日 

三重１４－２８津 平成２３年２月７日 平成２３年９月１日 



津市告示第２０８号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１３条第２項

の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２

項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２３年９月５日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

河芸町上野地内 １ 平成２３年 ８月 １日 

久居元町地内 １ 平成２３年 ８月 ３日 

久居新町地内 １ 平成２３年 ８月 ３日 

殿村地内 １ 平成２３年 ８月 ４日 

久居緑が丘町地内 ２ 平成２３年 ８月 ４日 

高茶屋地内 １ 平成２３年 ８月１１日 

緑が丘地内 １ 平成２３年 ８月１２日 

下弁財町津興地内 １ 平成２３年 ８月１５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ８月１６日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ５ 平成２３年 ８月１６日 

高野尾町地内 １ 平成２３年 ８月１６日 

安濃町清水地内 １ 平成２３年 ８月１６日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月１７日 

久居新町地内 ２ 平成２３年 ８月１７日 

高茶屋地内 １ 平成２３年 ８月１７日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月１８日 

垂水地内 １ 平成２３年 ８月１８日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月１９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月２２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年 ８月２３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月２３日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月２３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ８月２４日 



久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ８月２４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ８月２５日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月２５日 

一身田大古曽地内 １ 平成２３年 ８月２５日 

久居新町地内 １ 平成２３年 ８月２５日 

半田工業団地北公園 ２ 平成２３年 ８月２５日 

偕楽霊苑 １ 平成２３年 ８月２５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月２６日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月２６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２３年 ８月２９日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月２９日 

久居新町地内 ２ 平成２３年 ８月２９日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成２３年 ８月３０日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年 ８月３１日 

羽所町地内 １ 平成２３年 ８月３１日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２０９号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２３年９月６日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

２１５２２２６ 平成２２年１０月１日 平成２３年８月１１日

０１０７４３３ 平成２２年１０月１日 平成２３年８月２５日



津市告示第２１０号 

 下記の者の配当計算書（謄本）及び充当通知書は、住所居所不明のため、送

達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２３年９月７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○ 

○○ ○○ 配当計算書（謄本）及び

充当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２１１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２３年９月９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

２４４０ 久居駅前新町線 

津市久居新町７４３番 

１４地先から 平成２３年 

津市久居新町２１５５番 

１地先まで 

９月９日 

９１２７ 下ノ世古川原出線 

津市一志町波瀬字中縄手 

２５３番１地先から 平成２３年 

津市一志町波瀬字上出 

４３７５地先まで 

９月９日 



津市告示第２１２号 

 下記の者の平成２３年度後期高齢者医療保険料額決定通知書及び後期高齢者

医療保険料納入通知書は、 住所居所不明等のため送達することができないので 

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条によ

り準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により

公示送達する。                             

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部医療助成室で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。       

  平成２３年９月１２日                       

                      津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 備考 

○○○○○○○○○○○ ○ ○○  

○○○○○○○○○○○○ ○ ○○○  

○○○○○○○○○○○○○○○○○

○ 
○○ ○  

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○  

○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○ 
○○ ○○  

○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ 
○○ ○○  

○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○ 
○○ ○○  

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○  

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○  



○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○ 
○○ ○○  

○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○ 
○○ ○○  

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○  

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○  

○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○ 
○○ ○○○  

○○○○○○○○○○ ○○ ○  

○○○○○○○○○○○○○○○○○

○ 
○○○ ○○  

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○  

○○○○○○○○○○○ ○○ ○  

○○○○○○○○○○○ ○○ ○  

○○○○○○○○○○○ ○ ○○○  

○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○  

○○○○○○○○○○○○○ ○○○

○○○○ 
○○ ○○○  



津市告示第２１３号 

下記の者の平成２３年度国民健康保険料納入通知書は、住所居所不明等のた

め送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）

第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険年金課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２３年９月１２日 

津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 



○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○ ○○○

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○ ○○○

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○ 



○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○ ○○○ 

○○○○○○○○ ○○○ ○○ 

○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○ 



津市告示第２１４号 

 下記の者の平成２３年度固定資産税・都市計画税納税通知書は、住所居所不

明のため、送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２３年９月１３日 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○○○ 



津市公告第１２６号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２３年９月２日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定の年月日 平成２３年８月２９日 

２ 指定道路の位置 

津市久居井戸山町字東畑１２９-４ 

３ 指定道路の延長及び幅員 

延長 ２４．３メートル 

幅員  ６．０メートル 





























































































津市公告第１２８号

 津市芸濃町林（林川原５）区域内の土地について、国土調査法（昭和２６年

法律第１８０号）による地籍調査を行って地図及び簿冊を作成しましたので、

同法第１７条第１項の規定により公告します。

 なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供します。

  平成２３年９月５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸  

１ 地図及び簿冊の名称

津市芸濃町林（林川原５）地区地籍図原図及び地籍簿案

２ 地図は、平成２２年３月測量、簿冊は、平成２３年８月現在の状況によっ

て調査して作成したものです。

３ 閲覧期間

平成２３年１０月１１日から平成２３年１０月３１日までの２０日間

期間中の土日祝日を除く９時から１７時までの間とします。

４ 閲覧場所

  津市建設部建設政策課

  ただし、平成２３年１０月２２日（土）については９時から１９時まで、

林川原公民館にて閲覧を行います。

５ 意義申し立て

閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、上記の閲覧期間内に、当該調

査を行った者に対し、直接又は公告した市長を経由して、訂正の申し出をす

ることができます。

 誤り等訂正申し出は、書面によることとなっているので、各自印章を持参

してください。

 誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付します。



津市公告第１２９号

 津市公告第１１７号の公売に係る公売財産の最高価申込者を下記のとおり決

定しましたので、国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第１０６条第２項

の規定の例により公告します。

  平成２３年９月５日

津市長 前 葉 泰 幸

記

別紙のとおり



自動車登録番号
車台番号

最高価申込者の
決定年月日

売却決定
日　時 平成２３年９月１２日　　１０時００分

不　動　産　等　の　最　高　価　申　込　者　の　決　定　等　の　公　告

Ｈ８年式　三菱デリカ　１４万７千ｋｍ　車検Ｈ２３．１０．２９

最高価申込価額

株式会社シン

最高価申込者の
氏名又は名称

１７４，０００円

売却区分番号

ＴＮＪ２３－０１

平成２３年９月５日

公売財産の名称、　数量、　性質及び所在

場　所 津市役所政策財務部収税課

三重　５０１　＊　＊＊＊＊
ＰＤ８Ｗ－０２０３２０２



津市公告第１３０号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２３年９月８日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２３年９月５日

２ 抑留期間 平成２３年９月１２日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

白山町二本木

紀州犬 白 メス 大 ９１日

以上

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１３１号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２３年９月９日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１３２号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２３年９月９日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２３年９月６日

２ 抑留期間 平成２３年９月１３日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

八幡町

雑種 白 メス 中 ９１日

以上

首輪あり

２ 津市

高野尾町

柴犬 茶 オス 中 ９１日

以上

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１３３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２３年９月１３日 

                         津市長 前 葉 泰 幸 

１ 工事完了年月日 

  平成２３年９月９日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市藤方字小八木田１６９２番１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  大阪府大阪狭山市池尻北一丁目１番３号 

  東洋地所株式会社 

  代表取締役 土井畑 公昭 



津市公告第１３４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２３年９月１３日 

                       津市長 前 葉 泰 幸 

１ 工事完了年月日 

  平成２３年９月１２日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市高茶屋一丁目４５６－１ほか９筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市大津町８１０番地 

  大成開発株式会社 

  代表取締役 楢井孝明 



津市水道局公告第１２号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２３年９月１２日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　

0

0

0

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。

・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル

 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開札日時
及び場所

平成２３年１０月６日 午前１０時００分　

津市水道局２階　入札室

予定価格 9,607,000

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年１０月３日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年９月２１日

回 答 日 平成２３年９月２８日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年１０月３日 まで

販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者

元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年１０月３日 まで

閲覧場所 水道総務課

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件 あり

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲

工 期 契約締結の日から 平成２４年１月２７日 まで

発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ150mm　Ｌ＝40.7ｍ 仮配管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝88.1ｍ

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝16.1ｍ 不断水仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝1箇所

仕切弁設置工　φ150mm　Ｎ＝1箇所

仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝2箇所

仮配管布設工　ＳＵＳφ80Ａ　Ｌ＝34.5ｍ

【地区】津・香良洲 【格付】Ｂ

工 事 名
平成２３年度　工務第３７号

一身田寺内町まちづくり事業道路整備工事に伴う一身田町及び大里窪田町地内配水管布設工事（仮設及び本設）

工事場所 津市 一身田町及び大里窪田町 地内 

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年９月１２日 工 事 担 当 課 工務課



午後５時まで
ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年９月１２日 工 事 担 当 課 工務課

舗装本復旧工　Ａ＝864ｍ2

工 事 名
平成２３年度　工務第２１号
中央地内配水管布設工事

工事場所 津市 中央 地内 

仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝13箇所
消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝3箇所
不断水仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝1箇所

工 期 契約締結の日から 平成２４年３月５日 まで
発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝588.5ｍ

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般
所在地要件 市内本店
格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲 【地区】津・香良洲 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】河芸・芸濃・美里 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 ２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者
元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年１０月３日 まで
閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年１０月３日 まで
販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年９月２１日
回 答 日 平成２３年９月２８日
提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等
入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）
提出期限 平成２３年１０月３日 必着
郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年１０月６日 午前１０時１５分　
津市水道局２階　入札室

予定価格 31,971,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。
・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。
・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル
 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有
入札保証金 免　除
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　
0
0
0

前 金 払 有
部 分 払 無

その他



午後５時まで
ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年９月１２日 工 事 担 当 課 工務課

仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝6箇所

工 事 名
平成２３年度　工務第３４号
雲出島貫町及び木造町地内配水管布設工事

工事場所 津市 雲出島貫町及び木造町 地内 

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝343.5ｍ 消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝1箇所
配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝1.3ｍ 舗装本復旧工　Ａ＝1595ｍ2
仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝5箇所

工 期 契約締結の日から 平成２４年２月２８日 まで
発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝197.0ｍ 仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝3箇所

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般
所在地要件 市内本店
格付要件 あり

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲 【地区】津・香良洲 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】久居・一志 【地区】久居・一志・白山・美杉 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】安芸 【地区】河芸・芸濃・美里・安濃 【格付】Ａ１・Ａ２
【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 ２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者
元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年１０月３日 まで
閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年１０月３日 まで
販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年９月２１日
回 答 日 平成２３年９月２８日
提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等
入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）
提出期限 平成２３年１０月３日 必着
郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年１０月６日 午前１０時３０分　
津市水道局２階　入札室

予定価格 26,994,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。
・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。
・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル
 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有
入札保証金 免　除
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　
0
0
0

前 金 払 有
部 分 払 無

その他



午後５時まで
ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年９月１２日 工 事 担 当 課 工務課

仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝8箇所

工 事 名
平成２３年度　工務第３６号
広明町及び鳥居町地内配水管布設工事（仮設及び本設）

工事場所 津市 広明町及び鳥居町 地内 

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝346.0ｍ 仮配管布設工　ＳＵＳφ80Ａ　Ｌ＝75.1ｍ
仕切弁設置工　φ300mm　Ｎ＝3箇所 仮配管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝351.8ｍ
仕切弁設置工　φ200mm　Ｎ＝5箇所 不断水仕切弁設置工　φ300mm　Ｎ＝1箇所

舗装本復旧工　Ａ＝2040ｍ2
工 期 契約締結の日から 平成２４年３月５日 まで
発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ200mm　Ｌ＝343.7ｍ 消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝4箇所　

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定
所在地要件 市内本店
格付要件 Ａ１

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の監理技術者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（監理技術者と兼務可）

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者
元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年１０月３日 まで
閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年１０月３日 まで
販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２３年９月２１日
回 答 日 平成２３年９月２８日
提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等
入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）
提出期限 平成２３年１０月３日 必着
郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２３年１０月６日 午前１０時４５分　
津市水道局２階　入札室

予定価格 58,713,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。
・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。
・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル
 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有
入札保証金 免　除
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　
0
0
0

前 金 払 有
部 分 払 無

その他



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注業務とは、水道局又は調達契約課発注業務で担当課執行分を除く。

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開札日時
及び場所

平成２３年１０月６日 午前１１時００分

津市水道局　２階　入札室

予定価格 15,189,000

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年１０月３日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業（株）津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

設計図書等に関
する質問

提出期限 平成２３年９月２１日

回 答 日 平成２３年９月２８日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年１０月３日 まで

販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

その他要件

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年１０月３日 まで

同種業務
実績要件

過去１０年間において官公庁等で発注した業務で、堤体又はアースダムのレベル２地震
動に対する耐震診断業務の実績を有する者であること

技術者要件

管理技術者 同業種（同部門）に係る技術士（津市発注業務における専任配置）

照査技術者 同業種（同部門）に係る技術士、技術管理者又はＲＣＣＭのいずれかの者

所在地要件 市内本店又は市内支店等

当該部門
における
営業収入
金額要件

市内本店 営業収入金額を有すること

市内支店等 営業収入金額を有すること

業務概要

片田貯水池堤体の耐震診断業務　　１式

参加資格
に関する
事 項

登録要件
業種 土木関係コンサルタント 部門 河川、砂防及び海岸・海洋

建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

期 間 契約締結の日から 平成２４年３月３０日 まで

発注業種 土木関係コンサルタント

業 務 名

平成２３年度　浄水第２４号

片田貯水池堤体耐震診断業務委託

業務場所 津市 片田薬王寺町 地内

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年９月１２日 業 務 担 当 課 浄水課



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注業務とは、水道局又は調達契約課発注業務で担当課執行分を除く。

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開札日時
及び場所

平成２３年１０月６日 午前１１時１５分

津市水道局　２階　入札室

予定価格 10,343,000

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２３年１０月３日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業（株）津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

設計図書等に関
する質問

提出期限 平成２３年９月２１日

回 答 日 平成２３年９月２８日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２３年１０月３日 まで

販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

その他要件

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２３年１０月３日 まで

同種業務
実績要件

技術者要件

主任技術者 同業種の技術者（津市発注業務における専任配置）

所在地要件 市内本店又は市内支店等

当該部門
における
営業収入
金額要件

市内本店 営業収入金額を有すること

市内支店等 営業収入金額が５億円以上であること

業務概要

地質調査業務

参加資格
に関する
事 項

登録要件
業種 地質調査 部門 地質調査

地質調査業者登録規程（昭和52年建設省告示第718号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

期 間 契約締結の日から 平成２４年１月３１日 まで

発注業種 地質調査

　φ86mm　 1箇所　13ｍ

　φ66mm　 2箇所　32ｍ

三軸圧縮試験・繰返し三軸試験含む

業 務 名

平成２３年度　浄水第２５号

片田貯水池耐震診断業務に伴う地質調査業務委託

業務場所 津市 片田薬王寺町 地内

　φ116mm　3箇所　44ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２３年９月１２日 業 務 担 当 課 浄水課



津市選挙管理委員会告示第１２０号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条

第１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の

数、同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の

総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８

１条第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数

の３分の１の数を次のとおり告示する。

  平成２３年９月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ ５０分の１の数     ４,６０５人 

２  ６分の１の数    ３８,３６８人 

３  ３分の１の数    ７６,７３５人


